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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間欠送りされる包装材を筒状包装材に成形するため前記包装材の走行両側の側縁部を合
掌状の縦シール部にシールする縦ヒートシーラを備えた製袋包装機において、
　前記縦ヒートシーラは、固定側縦ヒートシーラ部と当該固定側縦ヒートシーラ部に対し
て接離可能な可動側縦ヒートシーラ部とを備えており、
　前記縦ヒートシーラから送り出された前記縦シール部の倒れを規制する規制部材が、前
記縦ヒートシーラの前記縦シール部が送り出される側の端部に直近し且つ前記固定側縦ヒ
ートシーラ部に連結されて配設されており、
　前記規制部材は、前記縦シール部の各側方にそれぞれに対向配置された規制片と、前記
規制片を開閉可能に作動させるアクチュエータ部とを備えており、
　前記両規制片は、前記規制部材の前記製袋包装機へのセットの際、及び前記製袋包装機
からセット解除の際に、前記アクチュエータ部によって開状態とされる
ことから成る製袋包装機。
【請求項２】
　前記規制部材を支持し且つ前記製袋包装機の正面に対して左端又は右端に設けられた縦
軸の回りに回動して開閉する扉状の第１フレームと、前記第１フレームを前記製袋包装機
の正面に対して進退自在に支持する第２フレームとを更に備えていることから成る請求項
１に記載の製袋包装機。
【請求項３】
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　前記両規制片は、少なくとも前記包装材の送り開始時からその後の前記縦ヒートシーラ
の作動開始時までに渡って、前記アクチュエータ部によって前記縦シール部に接近した接
近位置に作動されることから成る請求項１に記載の製袋包装機。
【請求項４】
　前記両規制片は、ワイヤ状、ロッド状又はプレート状の形態を備えていることから成る
請求項１に記載の製袋包装機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ウェブ状の包装材を筒状包装材に形成するため間欠走行される包装材の走
行両側の側縁部を縦ヒートシーラによって合掌状の縦シール部にシールする縦ヒートシー
ルを備えている製袋包装機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、製袋充填包装機やピロー包装機においては、ウェブ状の包装材から筒状包装材に
成形して、筒状包装材から袋を製造しながらその中に包装物を投入・充填することにより
、袋包装体を連続的に製造している。この種の包装機は、ウェブ状の包装材の側縁部分を
シールして筒状に成形する縦シール手段と、袋底や袋頂部を形成するために筒状包装材を
横断的にシールする横シール手段とを備えている。
【０００３】
　製袋充填包装機においては、縦シール手段は、製袋筒の外側において、位置が固定され
ているバー状の固定側ヒートシーラ部と、当該固定側ヒートシーラ部に対して接近又は離
間するバー状の可動側ヒートシーラ部とを備えている。ウェブ状包装材は、側端縁部がシ
ール代となるように重ねられた形態に曲成され、その当該側端縁部が両ヒートシーラ部間
に置かれた状態で、製袋筒にガイドされながら走行される。曲成包装材は、ベルトやロー
ラのような紙送り機構によって、袋の形成及び製品の充填とタイミングを合わせて間欠的
に走行される。間欠走行の停止時に縦シール手段が作動して、重ねられた側端縁部が両ヒ
ートシーラ部間に挟まれてヒートシールされる。
【０００４】
　包装機の一例として、長尺な包装フィルムを長手方向に沿って筒状に成形しながら移送
する包材送り機構と、前記包装フィルムの端縁同士を接合して縦シール部を形成し、筒形
態とする縦シール機構と、前記縦シール部に開封のための部分的な切れ込みを入れるノッ
チ機構と、前記筒形態包装フィルムの所定部位を一定間隔毎に接合して横シール部を形成
し、封筒状とする横シール機構と、前記封筒状包装フィルム内に充填物を充填する充填機
構とを備えたピロー包装形態の自動包装機械において、前記ノッチ機構は、前記縦シール
機構と横シール機構との間に設けられ、当該ノッチ機構の駆動動作を包装フィルム移送動
作と同期して制御されることを特徴とした自動包装機械が提案されている。ノッチ機構は
、ノッチ形成刃を備えた刃回転体と、当該ノッチ形成刃と当接する当接回転体と、縦シー
ル部の起立状態を維持するガイド部材で構成されている。
【特許文献１】特開２００４－９９１７４号公報（段落０６～０９、１８～２０、図１、
図４）
【０００５】
　上記自動包装機械によれば、前記ノッチ機構は、ノッチ形成刃を備えた刃回転体と、当
該ノッチ形成刃と当接する当接回転体と、縦シール部の起立状態を維持するガイド部材で
構成され、当該ノッチ機構の駆動動作を包装フィルム移送動作と同期制御されているので
、包装フィルムの移送動作中に確実にノッチを形成できるようになり、しかも内容物の落
下距離が短い状態で自由にノッチ位置を変更することが可能である。しかしながら、ガイ
ド部材は、ノッチ形成刃と当接回転体とでノッチを形成する際に、そのノッチ形成部分で
縦シール部の起立状態を維持すればよいとされるものである。ガイド部材から外れている
縦シール部が倒れて、その影響で縦シール機構において合わされた側端縁が起立状態を維
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持できなくなることについては何らの認識もなされておらず、その結果、当然ながら縦シ
ール機構における側端縁の倒れに対する対策は何も示されていない。
【０００６】
　ところで、当該側端縁部は、曲成包装材の停止中に、両ヒートシーラ部間に挟まれてヒ
ートシールが施される。曲成包装材の走行は間欠的であるので、縦シール部を連続的に形
成するには、図４において従来の製袋包装機の要部を示すように、新たに縦シール部５０
が形成されようとする重合された側縁部５１が前回のシール済の縦シール部５２と確実に
連続的に繋がるように、ヒートシール部分が長手方向に若干重なってヒートシールが施さ
れる（長さＬｈ部分）。即ち、縦シール部の連続性を確保するため、先行して形成された
縦シール部５２のシール後端部分と、次回の縦シール部５１のシール先端部分とは、充分
な距離に渡って重なり部分Ｌｈとなるように、包装材の送り量が制御された上でヒートシ
ールが行われている。そのため、重なり部分Ｌｈは、袋ピッチに対して必ず縦ヒートシー
ラによる２度のシール打ち（重ね打ち）が行われる部分となる。
【０００７】
　一方、製袋包装機の縦ヒートシーラ１５は、製袋包装機のフレームに固定される固定側
ヒートシーラ部１５ａと、当該固定側ヒートシーラ部１５ａに対向して配置され且つ固定
側ヒートシーラ部１５ａに対して接離するように駆動される可動側ヒートシーラ部１５ｂ
とを備えている。固定側ヒートシーラ部１５ａには予熱ヒーターが内蔵されており、可動
側ヒートシーラ部１５ｂは、縦ヒートシーラで形成される縦シール部を後続の横ヒートシ
ーラによって横シール部を形成する際に予め片側に倒しておく目的もあって、固定側ヒー
トシーラ部１５ａの温度よりも高い温度に設定されている。例えば、固定側ヒートシーラ
部１５ａは予熱ヒーターによって８０～１００℃とされ、可動側ヒートシーラ部１５ｂは
包装材にもよるが１２０～１６０℃に設定される。このとき、縦シール部は、両ヒートシ
ーラ部１５ａ，１５ｂが離間すると加熱された部分の冷却が始まり、図示のように、縦シ
ール部５２は想像線で示すように左側に折れるように倒れたり又はカールする。この縦シ
ール部５２の倒れやカールの程度は、両ヒートシーラ部１５ａ，１５ｂが離間してからの
開き時間が長く経過するほど強くなる。この縦シール部５２の倒れる方向は、包装材の種
類やヒートシーラ１５の温度によって決まる（正面で向かって、右折れ又は左折れと称さ
れる）が、製造された袋包装体の印刷や表示の観点からユーザーの仕様で定められる。
【０００８】
　図５（ａ）に示すように、既にシールされた縦シール部５２が片側に倒れる或いはカー
ルすると、縦シール部５２に連続し且つこれからシールされるために重ねられた包装材の
側縁部５１が上記の倒れやカールの影響を受け、２度のシール打ちの際に縦シール部５０
，５２が綺麗に連続しないことがある。即ち、図５（ｂ）に示すように、倒れた縦シール
部５２を縦ヒートシーラ部１５ａ，１５ｂが不規則に挟み込む等の不具合が生じる。また
、図５（ｃ）に示すように、縦のシール筋目５３が連続しなくなり、見栄えが悪くなる。
こうした縦シール部の不規則な挟み込みは、不完全な縦シール部の原因になり得ると共に
、製造された袋包装体の美観を損ね、好ましくない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、間欠的に走行する包装材の両側縁部が縦ヒートシーラで合掌状にヒートシール
されて筒状包装材に形成される製袋包装機において、筒状包装材に形成の際に、既に形成
された縦シール部の倒れが生じようとしても、その影響が縦ヒートシーラ内の縦シール部
や側縁部に及ぶまで大きくなるのを防止する点で解決すべき課題がある。
【００１０】
　この発明の目的は、間欠作動中の停止のみならず、何らかの都合で製袋包装機を一旦停
止した結果、縦シール部の冷却時間が長く続くような場合であっても、上記のような縦シ
ール部の倒れに起因した不良な縦ヒート部の発生を未然に回避して、ヒートシールが綺麗
で、袋又は袋包装体の仕上がりが良好な製袋包装機を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するため、この発明による製袋包装機は、間欠送りされる包装材を筒
状包装材に成形するため前記包装材の走行両側の側縁部を合掌状の縦シール部にシールす
る縦ヒートシーラを備えており、前記縦ヒートシーラから送り出された前記縦シール部の
倒れを規制する規制部材が配設されていることから成っている。
【００１２】
　この製袋包装機によれば、縦ヒートシーラによって形成された縦シール部が縦ヒートシ
ーラから送り出されたときに、その縦シール部の倒れを防止する規制部材が設けられてお
り、規制部材は縦ヒートシーラから送り出されたシール済の縦シール部の倒れを防止して
いる。規制部材は、縦シール部の連続性のために縦ヒートシーラ内において一部が残され
ているシール済の縦シール部及びそれに続く未シール部としての側縁部の状態にも影響を
及ぼし、曲成された包装材からの起立状態を維持している。したがって、包装機の間欠的
な動作に伴って縦ヒートシーラが間欠的に閉じ動作するときに、縦ヒートシーラ内部に位
置している縦シール部及び側縁部は起立状態にあって縦ヒートシーラによって正しく挟み
込まれる。その結果、開いた縦ヒートシーラ内に位置している縦シール部及び側縁部が、
倒れた状態で縦ヒートシールされることが防止され、既に形成されている縦シール部と綺
麗に繋がった連続性のある縦シール部が形成される。
【００１３】
　この製袋包装機において、前記規制部材は、前記縦ヒートシーラの前記縦シール部が送
り出される側の端部に直近して連結されている。規制部材をこのように配設することによ
り、規制部材は、縦シール部の連続性のために縦ヒートシーラ内において一部が残されて
いる縦シール部及びそれに続く未シール部としての側縁部の状態に最も効果的に影響を及
ぼし、曲成された包装材からの起立状態を維持することができる。
【００１４】
　この製袋包装機において、前記縦ヒートシーラは固定側縦ヒートシーラ部と当該固定側
縦ヒートシーラ部に対して接離可能な可動側縦ヒートシーラ部とを備えており、前記規制
部材は前記固定側縦ヒートシーラ部に連結されている。固定側縦ヒートシーラ部は、可動
側縦ヒートシーラ部と異なり、製袋包装機の作動中に位置を変えないので、規制部材を固
定側縦ヒートシーラ部に配置することによって、製袋包装機の運転中において規制部材を
縦シール部及びそれに続く未シール部としての側縁部に対して一定の相対位置に置くこと
ができる。
【００１５】
　この製袋包装機において、前記規制部材は、前記縦シール部の各側方にそれぞれに対向
配置された規制片と、前記規制片を開閉可能に作動させるアクチュエータ部とを備えてい
る。規制片を縦シール部の各側方にそれぞれに対向配置させることで、縦シール部の倒れ
ようとする方向がいずれであっても、規制部材において部品等の何らの交換も要すること
なく、その倒れを規制することができる。また、規制片を開閉可能に作動させるアクチュ
エータ部を備えることにより、規制片を縦シール部から遠く後退させた開き位置と、開き
位置よりは閉じていて縦シール部に接近させた接近位置との間で開閉させることができる
。規制片は、接近位置では、完全に閉じて縦シール部を挟み込む状態ではなく、ある程度
開いていて縦シール部の通過を許容する。
【００１６】
　この製袋包装機において、前記両規制片は、前記規制部材の前記製袋包装機へのセット
の際、及び前記製袋包装機からセット解除の際に、前記アクチュエータ部によって開状態
とされる。規制部材を製袋包装機へセットする際、及び製袋包装機からセット解除する際
に、両規制片の開閉程度を変更することができる。即ち、両規制片は、運転開始に先立っ
ての規制部材の製袋包装機へのセットに際してはアクチュエータ部によって開状態とされ
、規制片が、規制部材の製袋包装機へのセット時に既シール部としての縦シール部や未シ
ール部としての重なった側縁部と干渉するのが回避される。規制部材のセットの後、アク
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チュエータ部の作動によって、両規制片を閉じて縦シール部や側縁部に接近した接近位置
を取らせることができる。製袋包装機のメンテナンス等の場合にセット解除する際にも、
予め規制片を開いた状態とするので縦シール部や側縁部と干渉しない位置とすることがで
きる。
【００１７】
　この製袋包装機において、前記規制部材を支持し且つ前記製袋包装機の正面に対して左
端又は右端に設けられた縦軸の回りに回動して開閉する扉状の第１フレームと、前記第１
フレームを前記製袋包装機の正面に対して進退自在に支持する第２フレームとを更に備え
ることができる。このような第１及び第２のフレームを備えることにより、規制部材及び
縦ヒートシーラのセット解除に際しては、第２フレームを作動させて、第１フレームの全
体を製袋包装機の正面に対して後退させ、その状態で第１フレームを回動させて、製袋包
装機の正面を開くことができる。また、規制部材及び縦ヒートシーラのセットに際しては
、第１フレームを回動させて製袋包装機の正面に据え、その状態で第２フレームを作動さ
せて第１フレームの全体をそのまま製袋包装機の正面に前進させてセットする。このよう
な回動動作と進退動作とを第１及び第２のフレームに分担させて組み合わせることにより
、規制部材及び縦ヒートシーラを回動動作で直接セットするときに、縦シール部や側縁部
と干渉するのを防止することができる。
【００１８】
　この製袋包装機において、前記両規制片は、少なくとも前記包装材の送り開始時からそ
の後の前記縦ヒートシーラの作動開始時までに渡って、前記アクチュエータ部によって前
記縦シール部に接近した接近位置に作動させることができる。これにより、製袋包装機の
運転において、少なくとも、包装材の送りが開始されてその後、送りが停止され、更に縦
ヒートシーラの作動が開始される時まで、規制部材の規制片は縦シール部に比較的接近し
て縦シール部の倒れを防止することができる。
【００１９】
　この製袋包装機において、前記両規制片は、ワイヤ状、ロッド状又はプレート状の形態
を備えたものとすることができる。規制片の形態は、ワイヤ状、ロッド状、プレート状の
いずれでも可能であるが、走行の際の摩擦抵抗の小さい材料や表面形態、例えば、滑らか
なテフロン（登録商標）表面を選択することが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　この発明による製袋包装機は、上記のように構成されているので、間欠的に走行する包
装材の両側縁部が縦ヒートシーラで合掌状にヒートシールされて筒状包装材に形成される
際に、縦シール部の縦ヒートシーラによる挟み込みが解除されても、既に形成された縦シ
ール部の倒れやカールの発生を規制部材が規制することができる。即ち、縦シール部の倒
れに起因してその影響が縦ヒートシーラ内の縦シール部や側縁部に及ぶが、規制部材を設
けることで、この影響を未然に防止することができる。包装機の運転中を含む縦ヒートシ
ーラ及び規制部材が包装機にセットされている状態では、間欠作動中の停止のみならず、
何らかの都合で製袋包装機を一旦停止した結果、たとえ縦シール部の冷却時間が長く続く
ような場合であっても、縦シール部に接近された規制部材は、縦ヒートシーラ内における
縦シール部及び側縁部の起立状態とし、縦シール部の倒れに起因した縦ヒートシールの不
良を未然に回避する。したがって、縦ヒートシーラがヒートシール動作を再開したときに
、後続の縦シール部はシール済の縦シール部に対して綺麗に連続した縦シールとなり、袋
又は袋包装体の仕上がりを良好にする。
　規制部材は、縦ヒートシーラの縦シール部が送り出される側の端部に直近して連結され
ているので、縦ヒートシーラ内において一部が残されている縦シール部及びそれに続く未
シール部としての側縁部の状態に最も効果的に影響を及ぼし、曲成された包装材からの起
立状態を維持することができる。また、縦ヒートシーラは固定側縦ヒートシーラ部と当該
固定側縦ヒートシーラ部に対して接離可能な可動側縦ヒートシーラ部とを備えており、規
制部材は固定側縦ヒートシーラ部に連結されているので、固定側縦ヒートシーラ部は製袋
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包装機の作動中に位置を変えず、製袋包装機の運転中において規制部材は縦シール部及び
それに続く未シール部としての側縁部に対して一定の相対位置に置くことができる。また
、規制部材に備わる規制片を縦シール部の各側方にそれぞれに対向配置させているので、
縦シール部の倒れようとする方向がいずれであってもその倒れを規制することができ、ま
た、規制部材は規制片を開閉可能に作動させるアクチュエータ部を備えることにより、規
制片を縦シール部から遠く後退させた開き位置と、縦シール部に接近させるが完全には閉
じずに縦シール部の通過を許容する接近位置との間で開閉させることができ、更に、規制
部材の製袋包装機へのセットの際、及び製袋包装機からセット解除の際に、アクチュエー
タ部によって規制片を開状態としているので、規制部材のセット時に既シール部としての
縦シール部や未シール部としての重なった側縁部と干渉することがなく、また、包装機の
運転中止中で、縦ヒートシーラ及び規制部材を製袋包装機へのセット状態から解除する場
合には、規制部材を開くとともに製袋包装機から手前側に後退させ、その後、縦ヒートシ
ーラを左右に開くなどすることにより、規制部材を縦シール部や側縁部と干渉しない位置
に後退させた上で、縦ヒートシーラを製袋包装機へのセット状態から解除することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付した図面に基づいて、この発明による製袋包装機の実施形態を説明する。図
１は、この発明による製袋包装機を具体化した縦型製袋充填包装機の斜視図である。縦型
製袋充填包装機（以下、「製袋充填包装機」という）１０は、公知の構造であるが、ウェ
ブ状包装材が巻き取られている包装材ロールから繰り出されるウェブ状包装材Ｆｗは幾つ
かのガイドローラや張力付与機構（図示しない）を経て、製袋充填包装機１０のフォーマ
１１に供給される。供給途上のウェブ状包装材には、必要な印字が施される。また、包装
材上のマークがセンサで読み取られており、袋の形成及び袋内部への製品の充填とのタイ
ミングを計って、包装材がフォーマ１１に供給される。製袋充填包装機１０は、更に、筒
状に曲成された包装材Ｆｗをその両側端縁５１，５１に縦シールを施して筒状包装材Ｆｔ
に成形する縦シール手段としての縦ヒートシーラ１５、サーボモータによって駆動され筒
状包装材Ｆｔの縦シール部を含む横断領域を挟み込んで横シールを施して袋を形成する横
シール手段としての横ヒートシーラ１６，１６を備えている。
【００２２】
　製袋充填包装機１０においては、フォーマ１１内に製品を投入案内するための投入筒１
２が貫通配置されており、投入筒１２の上部は断面が拡大したホッパ１３とされている。
フォーマ１１によってその内部に筒状に曲成された包装材は、投入筒１２の周囲を取り巻
くように案内され、同期して作動する包装材送り用の左右一対のベルト送り機構１４，１
４（一方側のみ示す）によって、下方へ間欠的に紙送りされる。筒状に曲成された包装材
は、投入筒１２の周囲を下方に走行される間の間欠動作の停止中に縦ヒートシーラ１５に
よって、側端縁５１，５１同士が熱溶着されて、筒状包装材Ｆｔに成形される。縦ヒート
シーラ１５は、側端縁５１，５１同士を挟み込んでヒートシールを施すバー状の二つのヒ
ートシーラ部１５ａ，１５ｂを備え、側端縁５１，５１に合掌貼りを施す。各ヒートシー
ラ部は、公知であるが、先端側にヒートパイプを、また中央部分にカートリッジヒータを
備えている。
【００２３】
　筒状包装材Ｆｔは、投入筒１２の下端から下方へ送り出される。製品が投入・充填され
た筒状包装材は、横ヒートシーラ１６，１６によって、袋の天シール部と次の袋の底シー
ル部Ｓとが形成される。包装材は間欠ながら順次供給されて、製品を包装した袋包装体Ｐ
が順次製造される。
【００２４】
　図１を参照すると、製袋充填包装機１０は、包装材を筒状包装材に成形する縦ヒートシ
ーラ１５から送り出された縦シール部５２が間欠送りに伴って縦ヒートシーラ１５から送
り出されたときに、縦シール部５２の倒れを規制する規制部材２０を備えている。
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【００２５】
　図２は、この発明に用いられる規制部材の一例を示す平面図である。規制部材２０は、
ロボットや工作機械等の技術分野で、対象物を把持する把持手段として市場で入手可能な
ものである。規制部材２０は、縦シール部の各側方にそれぞれに対向配置された規制片２
１，２１と、規制片２１，２１を開閉可能に作動させるアクチュエータ部２２とを備えて
いる。アクチュエータ部２２は、エアの供給を受けて作動するアクチュエータである。ア
クチュエータの型式として、開閉動作の一方のみをエアシリンダで行う単動型、又は開閉
動作の両方をエアシリンダで行う複動型があり、単動型の場合には反対側の動作を行わせ
るため、ばねと組み合わせることができる。把持手段の場合、エアシリンダの作動をフィ
ンガ２３，２３の回動動作に変換することで、フィンガ２３，２３間に対象物を把持又は
把持解除を行う。
【００２６】
　図３は、この発明による製袋充填包装機１０の要部を示す図であって、（ａ）は正面図
、（ｂ）は横断面図である。上記把持手段が縦シール部５２の倒れの規制に用いられる規
制部材２０として適用されるときは、フィンガ２３，２３にそれぞれ規制片２１，２１が
取り付けられる。各規制片２１は、縦シール部５２の各側方にそれぞれに対向配置される
。アクチュエータ部２２の作動によってフィンガ２３，２３を介して規制片２１，２１を
開閉可能に作動させることで、規制片２１，２１を縦シール部５２から遠く後退させた開
き位置と、開き位置よりは閉じていて縦シール部５２に接近させた接近位置との間で開閉
させることができる。規制部材２０は、規制片２１，２１が接近位置を占めるときに縦シ
ール部５２に接近するけれども完全に閉じることはなく、隙間Ｇだけ開いている。規制片
２１，２１は、接近位置では、縦シール部５２がいずれの方向に倒れようとしても、また
カールを生じようとしても、規制片２１，２１が縦シール部５２をその幅内に規制するこ
とで、そうした現象を防止することができる。したがって、製袋充填包装機１０の間欠的
な動作に伴って、包装材が送られるときには縦シール部５２が規制片２１，２１間の隙間
Ｇを通過可能である。また、縦ヒートシーラ１５が間欠的に閉じ動作するときに、縦ヒー
トシーラ１５内部に位置している縦シール部５２及び側縁部５１，５１は起立状態にあっ
て縦ヒートシーラ１５によって正しく挟み込まれる。その結果、縦シール部５２及び側縁
部５１，５１が倒れた状態のままで縦ヒートシールされることが防止され、既に形成され
ている縦シール部５２と綺麗に繋がった連続性のある縦シール部が形成される。
【００２７】
　各規制片２１は、図示のものではプレート状の形態とされているが、ワイヤ状のものを
曲げ加工したもの、ロッド状のものとすることができる。また、材料としては、走行の際
に摩擦抵抗の小さい材料や表面形態、例えば、滑らかなテフロン（登録商標）表面を選択
することが好ましい。
【００２８】
　規制部材２０は、この例では、縦ヒートシーラ１５の縦シール部５２が送り出される下
側端部１５ｃに直近位置に連結されている。具体的には、規制部材２０は、縦ヒートシー
ラ１５の固定側縦ヒートシーラ部１５ａの下側端部に機械的に連結されていて、製袋充填
包装機の作動中に位置を変えない。このように配置された規制部材２０は、縦ヒートシー
ラ１５内において一部が残されている縦シール部５２及びそれに続く未シール部としての
側縁部５１，５１が倒れを生じようとしても、一定の位置から最も効果的に影響を及ぼし
、曲成された包装材Ｆｔからの起立状態を維持する。
【００２９】
　製袋充填包装機１０をメンテナンス等のために、縦ヒートシーラ１５を左側又は右側に
設けられた縦軸の回りに開いて製袋充填包装機１０の正面から移動させる場合がある。こ
のとき規制部材２０も縦ヒートシーラ１５とともに移動される。規制部材２０の両規制片
２１，２１を閉じた状態で縦軸の回りに開くと、閉じた両規制片２１，２１をメンテナン
ス終了後に縦軸の回りに閉じて再セットするときには、規制片２１が縦シール部５２（倒
れる又はカールしている可能性が高い）に干渉するおそれがある。同様に、縦ヒートシー
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ラ１５及びそれに関連する部品も縦シール部５２に干渉するおそれがある。こうした干渉
は、縦シール部５２を変形させる等の不都合な影響を及ぼす。
【００３０】
　そこで、規制部材２０については、製袋充填包装機１０へのセットの際、及びセット解
除の際には、両規制片２１，２１をアクチュエータ部２２によって予め開き状態にしてお
くことが好ましい。このようにすることで、規制部材２０の製袋充填包装機１０へのセッ
トの際、及びセット解除の際に、両規制片２１，２１が縦シール部５２や未シール部とし
ての重なった側縁部５１，５１に干渉するのを防止することができる。規制部材２０のセ
ットの後、アクチュエータ部２２の作動によって両規制片２１，２１を閉じて縦シール部
５２や側縁部５１，５１に接近した接近位置を取らせることができる。製袋充填包装機１
０のメンテナンス等の場合にセット解除する際にも、予め規制片２１，２１を開いた状態
として縦シール部５２や側縁部５１，５１と干渉しない位置とすることが好ましい。　　
　
【００３１】
　規制部材２０について製袋充填包装機１０へのセットの際、及びセット解除の際に、縦
シール部５２や未シール部としての重なった側縁部５１，５１との干渉を更に回避するた
めに、規制部材２０及び縦ヒートシーラ１５を、製袋充填包装機１０の正面に対して進退
可能とする動作と、左側又は右側に開く回動動作とを組み合わせることが好ましい。
【００３２】
　即ち、図１に示されているように、規制部材２０を支持し且つ製袋充填包装機１０の正
面に対して左端又は右端に設けられた縦軸３０の回りに回動して開閉する第１フレーム３
１と、第１フレーム３１を製袋充填包装機１の正面に対して進退自在に支持する第２フレ
ーム３２とを備えている。第１フレーム３１は右側の縦軸３０の回りに回動可能であり、
第１フレーム３１を左側の第２フレーム３２ａに対してロック又はロック解除させる操作
のために、第１フレーム３１にはハンドル３３が設けられている。第１フレーム３１には
、縦ヒートシーラ１５と規制部材２０とが取り付けられている。
【００３３】
　一方、第２フレーム３２は、左側の第２フレーム３２ａとともに右側の第２フレーム３
２ｂを有している。第２フレーム３２ａ，３２ｂには、それぞれ、製袋充填包装機１０の
背面に設けられたモータ３４によって駆動されるねじ伝動機構３５，３５が備わっており
、同期して作動することにより、前後方向に約３０ｍｍ程度平行移動可能である。なお、
縦シール部５２の幅は約１５ｍｍ程度である。
【００３４】
　第１フレーム３１及び第２フレーム３２を備えることにより、規制部材２０及び縦ヒー
トシーラ１５のセット解除に際しては、先ず第２フレーム３２を作動させて、第１フレー
ム３１の全体を製袋充填包装機１０の正面に対して手前側に後退させる。第２フレーム３
２の動作によって、規制部材２０（この際には、規制片２１，２１は開かれている）は、
縦シール部５２との干渉を防ぎながら縦シール部５２から後退する。その状態で第１フレ
ーム３１を縦軸３０の回りに回動させることで、規制部材２０及び縦ヒートシーラ１５を
含んだ第１フレーム３１を製袋充填包装機１０の正面を開くことができる。また逆に、規
制部材２０及び縦ヒートシーラ１５を製袋充填包装機１０にセットするに際しては、第１
フレーム３１を回動させて製袋充填包装機１０の正面に据え、その状態で第２フレーム３
２を作動させて第１フレーム３１の全体をそのまま製袋充填包装機１０の正面に対して前
進させてセットする。このような回動動作と進退動作とを第１フレーム３１及び第２フレ
ーム３２に分担させて組み合わせることにより、規制部材２０及び縦ヒートシーラ１５を
縦軸３０に回りにおける回動動作のみで直接セットするときに生じやすい縦シール部５２
や側縁部５１，５１との干渉を、未然に防止することができる。
【００３５】
　この製袋包装機において、両規制片２１，２１は、少なくとも包装材の送り開始時から
その後の縦ヒートシーラ１５の作動開始時までに渡って、アクチュエータ部２２によって
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装機１０の運転において、少なくとも、包装材の送りが開始されてその後、送りが停止さ
れ、更に縦ヒートシーラ１５の作動が開始される時まで、規制部材２０の規制片２１，２
１は縦シール部５２に比較的接近して縦シール部５２の倒れを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】この発明による製袋包装機を具体化した縦型製袋充填包装機の斜視図である。
【図２】この発明に用いられる規制部材の一例を示す平面図である。
【図３】この発明による製袋包装機の要部を示す図である。
【図４】従来の製袋包装機の要部を示す図である。
【図５】従来の製袋包装機の縦ヒートシーラとその動作を示す図である。
【符号の説明】
【００３７】
１０　製袋充填包装機　　　　　　　　　１１　フォーマ
１２　投入筒　　　　　　　　　　　　　１３　ホッパ
１４　ベルト送り機構　　　　　　　　　１５　縦ヒートシーラ
１５ａ　固定側ヒートシールバー　　　　１５ｂ　可動側ヒートシールバー
１５ｃ　下側端部　　　　　　　　　　　１６　横ヒートシーラ
２０　規制部材　　　　　　　　　　　　２１　規制片
２２　アクチュエータ部　　　　　　　　２３　フィンガ
３０　縦軸　　　　　　　　　　　　　　３１　第１フレーム
３２（３２ａ，３２ｂ）　第２フレーム
３３　ハンドル　　　　　　　　　　　　３４　モータ
３５　ねじ伝動機構
５０，５２　縦シール部　　　　　　　　５１，５１　側端縁
Ｆｗ　ウェブ状包装材　　　　　　　　　Ｆｔ　筒状包装材
Ｇ　　隙間
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